
１．農地を借りる場合

・営農計画等の聞き取り確認

・資格者登録申出→資格者登録通知書発行

研修修了証

資格者登録申請書

※必要に応じて

聞き取り確認票、研修修了証 ・地域計画変更内容確認

「心構え」チェックシート

・地域計画変更のための地元意見書相談

（新規就農者（ネクストファーマーを除く））

農業委員会事務局が確認（受付印押印）した確認票

（ネクストファーマー）

農政公社が確認した確認票、資格者登録通知書

・地域計画変更

・農地中間管理事業申出

地域計画変更地元意見書

農地中間管理事業申出書（貸手・借手連署）

貸借手続期間２カ月半～

【1000㎡以上の農地を借りるときの注意点】

・機械（管理機・耕運機、草刈機等）を所有・リースすること

・農作業に年間150日以上従事すること

※1000㎡未満は150日未満も可（解除条件付き貸借）

持
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ネクストファーマー

認定研修機関で研修

農政公社へ

持

参

物

西・北農業振興センターへ確認　(※)

・新規就農の「心構え」チェックシートの

セルフチェック

農業委員会事務局へ（三宮）

・聞き取り確認

神戸市HP内容の確認・セルフチェック

新規就農者（ﾈｸｽﾄﾌｧｰﾏｰを除く）
研修機関等で研修

（就農研修、雇用就農等）

（研修内容、営農計画等）

持参物 聞き取り確認票、資格者登録通知書

持

参

物

持

参

物

貸借スタート

手続きには「貸手・借手による貸借契約書

への押印・返送」を含みます

就農地域の農会⾧へ

・地域ルールの確認（共同作業、農業用水の取扱い、草の管理、

 農薬・肥料の使用方法、多面的活動、地域行事への参加等）

西・北農業振興センターへ


